
　　事業所運営上の留意点

太田市福祉こども部　社会福祉法人監査室

令和7年度　集団指導

指定居宅介護支援事業者



１．指導監査の類型

介護保険サービスの指導監査は、

サービスの質の確保 及び 保険給付の適正化

を図ることを目的とする。
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①　集団指導 ：

②　運営指導 ：

③　監査　　　　 ：

介護保険制度の改正内容、報酬の算定方法、指摘事例
・工夫事例等について、講習形式にて周知徹底を行う。

基準条例や報酬告示等を満たしているか、事業所に赴き、
関係書類の調査や関係職員へのヒアリングにより行う。

著しい基準違反及び報酬の不正請求が疑われた場合等
に、当該違反等の事実確認のために行う。



１．指導監査の類型

指導と監査の違い

　指導　…　利用者に対するサービスの質の確保・向上を図る
　　　　　　　　　ため、制度管理の適正化や改善に向けての助言等
　　　　　　　　　を行う。

　監査　…　指定基準違反や不正請求等が認められる（疑われ
　　　　　　　　　る）場合に、行政処分も念頭に、その事実確認を行う。
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【指導】 【監査】



２．運営指導の重点

①　基準条例に規定する人員基準を満たしているか

②　サービスの提供に当たって、「尊厳の保持」及び

　　　「自立支援」を基本方針とし、計画からサービス

　　　提供までの一連のプロセスを適切に行っているか

③　報酬告示等に基づき介護報酬の請求を適切に

　　　行っているか
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処分（指定取消、全部効力停止、一部効力停止）

改善命令

監査 【介護保険法第76条第1項ほか】

改善勧告
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基準違反等の疑い

不正請求、虚偽報告
著しい基準違反　等

不適切な請求
一定の基準違反　等

※事業所名、代表者氏名、内容等を公示

指導
（指摘、注意、口頭）

①

② ③

３．監査による処分等



３．監査による処分等

群馬県内の行政処分の事例（抜粋）

5

年度 種別 処分内容 理由

R7 居宅介護支援 指定取消
運営基準減算を行わず介護報
酬を不正請求

R7 小多機 指定取消
人員基準欠如減算を行わず介
護報酬を不正請求等

R7 訪問看護 指定取消
虚偽の記録作成による介護報
酬の不正請求

R6 特定施設
一部効力停止

（1年）
身体的虐待・介護放棄

R5 訪問介護 指定取消
虚偽の記録作成による介護報
酬の不正請求



４．高齢者虐待の防止

利用者の人権擁護、虐待防止等の観点から、
令和６年４月１日より全ての介護サービス事業者で、
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が義務付け。上記の措置を一つでも講じていない場合は

「高齢者虐待防止措置未実施減算」が適用される。

虐待防止検討委員会の定期開催

虐待防止のための指針の整備

虐待防止のための研修の定期実施

担当者の設置



４．高齢者虐待の防止

高齢者虐待とは、
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高齢者が他者から不適切な扱いにより権利
利益を侵害される状態や生命・健康・生活が
損なわれるような状態に置かれること

身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を
加えること。

介護・世話の
放任・放棄

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置など、
養護を著しく怠ること。

心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応など、著し
い心理的外傷を与える言動を行うこと。

性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせ
つな行為をさせること。

経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に
財産上の利益を得ること。



４．高齢者虐待の防止

ほとんどのケースが、
　「これくらいは虐待に当たらないと思っていた」
　「虐待という認識はあったが抑えられなかった」
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⇒　職員への教育及びケアで防止可能

重要なのは、『職員個人の問題』ではなく、
事業所全体で防止に取り組む意識、風土づくり

虐待の事実が確認された場合、
当該事実は公表され、場合によっては行政処分となる等、
事業所の信頼性に多大な影響を与える可能性があります。



５．業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する
介護サービスの提供を継続的に実施するため、
令和６年４月１日より全ての介護サービス事業者で、
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が義務付け。業務継続計画が未策定の場合は

「業務継続計画未策定減算」が適用される。

（令和7年3月31日経過措置終了）

業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

研修及び訓練の定期実施
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【参考資料】

　・厚生労働省ＨＰ

　　～ガイドラインひな形

　　～解説動画

　・中部産業連盟

　　～ひな形解説資料

５．業務継続計画（ＢＣＰ）の策定
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５．業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

非常災害対策と業務継続計画の違い
・非常災害対策（防災計画）
  災害直後における施設利用者等の身体生命の安全
  確保と物的被害の軽減を図るための計画

・業務継続計画（BCP）
  業務の優先順位を決めるなど重要業務の継続、早期
  復旧を目的とし、平常時の対応や緊急時の事業継続  
  の方法を取り決めておく計画

⇒ 従来の防災計画を踏まえ施設利用者等の避難確保
    を向上させるとともに、介護事業の継続や地域への
    貢献を加えて総合的に考えることが重要である。
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　 業務継続計画
（BCP）

感染症対策
（予防及びまん延の防止のための措置）

虐待の防止

計画
または

指針

　・感染症に係る計画の策定
　　（平時からの備え、初動対応、
　　　感染症拡大防止体制の確立）
　・災害に係る計画の策定
　　（平常時の対応、緊急時の対応、
　　　他施設及び地域との連携）

　　・感染症対策指針の整備 　・虐待防止に係る指針の整備

委員会 ―

感染対策委員会
おおむね６月に１回以上開催
※事業所の従業者が１名で

　ある場合は、開催しない
ことも差し支えない。

虐待防止検討委員会
定期的に開催

研　修
年１回以上及び新規採用時実施

※感染症の業務継続計画に係る研修と
　感染症対策の研修は一体的な実施可

年１回以上及び
新規採用時実施

訓　練
年１回以上実施

※感染症の業務継続計画に係る訓練と
　感染症対策の訓練は一体的な実施可

―

（補足）令和６年４月１日より義務化された事項
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（補足）義務化された各種計画、指針、委員会、研修、
           訓練について

►制度改正により、実施が必要となったものが多
数ありますので、年度当初に各種計画や指針の
確認及び見直し、委員会や研修・訓練の具体的
計画を策定するなどし、漏れのないようにしてく
ださい。

►委員会や研修・訓練の実施記録に
ついては、実施をしたことについて客
観的に説明ができるよう、記録の整
備に努めてください。



６．適切なケアマネジメント手法
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各介護支援専門員によるケアマネジメントの質のばらつきを
是正するため、科学的なエビデンスに基づいたケアプランが
誰にでも作成できるよう、そのプロセスや支援内容について
整理・体系化を目指す。

期待されること　… どの利用者に対しても、一定以上の水準が
担保された（再現性の高い）ケアマネジメン
トを提供できる

疾患別ケア　（疾患の特徴を踏まえたケア）

各疾患の特性に応じた支援内容

基本ケア　（高齢者の機能と生理を踏まえたケア）

本人の生活の継続を支援する基盤となる支援内容
対象：全員

対象：該当者



６．適切なケアマネジメント手法
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【公開資料】　

　・ 「適切なケアマネジメント手法」の手引き

　・　ケアマネジメントにおけるアセスメント/モニタリング標準化

　　　（各疾患別）

　・　適切なケアマネジメント手法実践研修資料

　・　㈱日本総合研究所のＨＰ 及び 解説動画（YouTube）



７．生産性向上、ICT導入促進
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厚生労働省では、介護現場の負担軽減を喫緊の課題とし、
介護分野における生産性向上に資する取組を進めています。
（介護保険最新情報 Vol.1089 令和４年７月２０日）

介護現場における生産性向上の取組を促進させるための資料

　・生産性向上ガイドライン

　・生産性向上の取組推進スキル研修（動画等）

　・「業務時間見える化ツール」「課題把握抽出ツール」

　・介護分野における生産性向上の取組事例の紹介

ICTの導入を促進させるための資料

　・介護事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入の手引き

　・ICT導入・普及セミナー（動画）

※資料は厚労省HPに掲載されていますので、参考にしてください。



８．ウェブサイトへの掲載
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令和７年度より事業所の運営規程の概要等の重要事項等に
ついて、書面掲示に加えて、原則、ウェブサイトへの掲載・公表
が義務付け。

介護支援専門員の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の
人数を掲示する趣旨であり、氏名まで掲示する必要はない

ウェブサイトとは

　・法人のホームページ等

　・介護サービス情報公表システム

　　（「事業所の特色」ページの最下部に「法令・通知

　　　等で『書面掲示』を求めている事項の一覧」に

　　　PDFなどのデータをアップロードすることで掲載する。）



９．良い取組の紹介

利用者により良いサービスを提供すべく、各事業者で
様々な工夫をした取り組みが実施されていますので、
その中でも特に参考となる事例を紹介します。
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確定した居宅サービス計画の事業所への交付について、
「計画交付受領書」を作成して、交付等の漏れがないよ
うに活用している。

職員研修後に個人ごとに振返り票を作成。振返り票は
業務継続計画を各自が調べて回答するもので、研修効
果をより高めていた。

利用者のファイル見開きに利用者家族やかかりつけ医
の連絡先を一覧にして張り付けており、緊急時に速やか
に対応できるよう工夫していた。


